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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラ通信ネットワークにおいてリモート端末及び基地局の間の符号ブックの不適合を
防止する方法であって、前記リモート端末及び基地局は、マルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ符号ブックを利用するマルチキャリアモード、又はシングルキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ
符号ブックを利用するシングルキャリアモードのいずれかにおいて、選択的に動作し：
　前記リモート端末が送信する様々なメッセージの組み合わせについての複数の符号語を
有するマルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックを、前記リモート端末におけるメモリ
内に記憶するステップと、
　前記マルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックにおける確認応答（ＡＣＫ）メッセー
ジについての前記符号語及び否定確認応答（ＮＡＣＫ）メッセージについての前記符号語
は、前記シングルキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックにおけるＡＣＫ符号語及びＮＡＣ
Ｋ符号語と同じであることと；
　前記リモート端末が、前記マルチキャリアモードから前記シングルキャリアモードへ切
り換える前記基地局からの命令を見逃した場合に、前記リモート端末によって前記マルチ
キャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックを利用して、前記基地局からのシングルキャリア送
信信号に応じたアップリンクのＡＣＫメッセージ又はＮＡＣＫメッセージを送信するステ
ップと；
　前記ＡＣＫメッセージについての前記符号語及び前記ＮＡＣＫメッセージについての前
記符号語は、前記マルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブック及び前記シングルキャリア
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ＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックの双方において同じであるため、前記基地局における符号ブ
ックの不適合は、回避されることと；
　を含み、
　各符号語は、１０ビットの長さを有し、前記ビットは、４という最小ハミング距離を提
供するように定義される、
　方法。
【請求項２】
　前記マルチキャリアモードは、第１及び第２のキャリアの周波数上で動作するデュアル
キャリアモードであり、前記マルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックにおける前記複
数の符号語は、前記第１及び第２のキャリア上で、各々：
　確認応答／不連続送信（ＡＣＫ／ＤＴＸ）；
　否定確認応答／不連続送信（ＮＡＣＫ／ＤＴＸ）；
　不連続送信／確認応答（ＤＴＸ／ＡＣＫ）；
　不連続送信／否定確認応答（ＤＴＸ／ＮＡＣＫ）；
　否定確認応答／確認応答（ＮＡＣＫ／ＡＣＫ）；
　確認応答／否定確認応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）；
　確認応答／確認応答（ＡＣＫ／ＡＣＫ）；及び
　否定確認応答／否定確認応答（ＮＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、
　というメッセージに対応する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　反対の意味を有するメッセージのペアに対応する符号語は、１０というハミング距離を
有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記反対の意味を有するメッセージのペアは：
　ＤＴＸ／ＡＣＫ及びＤＴＸ／ＮＡＣＫ；
　ＡＣＫ／ＤＴＸ及びＮＡＣＫ／ＤＴＸ；
　ＡＣＫ／ＡＣＫ及びＮＡＣＫ／ＮＡＣＫ；並びに
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＮＡＣＫ／ＡＣＫ；
　を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記マルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックは、前記シングルキャリアＨＡＲＱ－
ＡＣＫ符号ブックにおけるプリアンブル符号語（ＰＲＥ）及びポストアンブル符号語（Ｐ
ＯＳＴ）と互換性があるＰＲＥ符号語及びＰＯＳＴ符号語も含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　前記リモート端末は、アップリンクの前記ＡＣＫメッセージ及び前記ＮＡＣＫメッセー
ジを高速専用物理制御チャネル（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ）上で送信する、請求項１に記載の方
法。
【請求項７】
　マルチキャリアモードが非アクティブ化された場合に、前記リモート端末により、少な
くとも第１及び第２のチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）フィールドを送信することを
さらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２のＣＱＩフィールドは、第２のキャリアについてのＣＱＩを含む、請求項７に
記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のＣＱＩフィールド及び前記第２のＣＱＩフィールドの双方は、第１のキャリ
アについてのＣＱＩを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のＣＱＩフィールドは、前記マルチキャリアモードが非アクティブ化されるこ
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とを指示する値を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記リモート端末は、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のアップリンクシグナリ
ングを利用する、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記マルチキャリアモードは、少なくとも２つのキャリアのうち第１のキャリアが第１
のセルと関連付けられ、前記少なくとも２つのキャリアのうち第２のキャリアが第２のセ
ルと関連付けられるマルチセルモードを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　１つ以上のダウンリンク通信が１つ以上の期待されるキャリア上で受信されるかを判定
するステップと；
　前記１つ以上のダウンリンク通信及び前記１つ以上の期待されるキャリアに基づいて受
信シナリオを判定するステップと；
　判定された前記受信シナリオに対応する意味を有する前記マルチキャリアＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ符号ブックからの符号語を判定するステップと；
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記マルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックは：
　ＡＣＫ／ＤＴＸ＝［１　１　１　１　１　１　１　１　１　１］
　ＮＡＣＫ／ＤＴＸ＝［０　０　０　０　０　０　０　０　０　０］
　ＤＴＸ／ＡＣＫ＝［１　１　１　１　１　０　０　０　０　０］
　ＤＴＸ／ＮＡＣＫ＝［０　０　０　０　０　１　１　１　１　１］
　ＮＡＣＫ／ＡＣＫ＝［０　０　１　１　０　０　１　１　０　０］
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［１　１　０　０　１　１　０　０　１　１］
　ＡＣＫ／ＡＣＫ＝［１　０　１　０　１　０　１　０　１　０］
　ＮＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［０　１　０　１　０　１　０　１　０　１］
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記マルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックは、
　ＰＲＥ＝［０　０　１　０　０　１　０　０　１　０］
　ＰＯＳＴ＝［０　１　０　０　１　０　０　１　０　０］
　をさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　セルラ通信ネットワークにおいてリモート端末及び基地局の間の符号ブックの不適合を
防止するための前記リモート端末であって、前記リモート端末及び前記基地局は、マルチ
キャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックを利用するマルチキャリアモード、又はシングルキ
ャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックを利用するシングルキャリアモードのいずれかにおい
て、選択的に動作し：
　前記リモート端末が送信する様々なメッセージの組み合わせについての複数の符号語を
有するマルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックを記憶するためのメモリと、
　前記マルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックにおける確認応答（ＡＣＫ）メッセー
ジについての前記符号語及び否定確認応答（ＮＡＣＫ）メッセージについての前記符号語
は、前記シングルキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックにおけるＡＣＫ符号語及びＮＡＣ
Ｋ符号語と同じであることと；
　前記リモート端末が、前記マルチキャリアモードから前記シングルキャリアモードへ切
り換える前記基地局からの命令を見逃した場合に、前記マルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ
符号ブックを利用して、前記基地局からのシングルキャリア送信信号に応じたアップリン
クのＡＣＫメッセージ又はＮＡＣＫメッセージを送信するための手段と；
　前記ＡＣＫメッセージについての前記符号語及び前記ＮＡＣＫメッセージについての前
記符号語は、前記マルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブック及び前記シングルキャリア
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ＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックの双方において同じであるため、前記基地局における符号ブ
ックの不適合は、回避されることと；
　を含み、
　各符号語は、１０ビットの長さを有し、前記ビットは、４という最小ハミング距離を提
供するように定義される、
　リモート端末。
【請求項１７】
　リモート端末及び基地局の間の符号ブックの不適合を防止するためのセルラ通信ネット
ワークにおける前記基地局であって、前記リモート端末及び前記基地局は、マルチキャリ
アＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックを利用するマルチキャリアモード、又はシングルキャリア
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックを利用するシングルキャリアモードのいずれかにおいて、選
択的に動作し：
　前記基地局が前記リモート端末から受信する様々なメッセージの組み合わせについての
複数の符号語を有するマルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックを記憶するためのメモ
リと、
　前記マルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックにおける確認応答（ＡＣＫ）メッセー
ジについての前記符号語及び否定確認応答（ＮＡＣＫ）メッセージについての前記符号語
は、前記シングルキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックにおけるＡＣＫ符号語及びＮＡＣ
Ｋ符号語と同じであることと；
　前記マルチキャリアモードから前記シングルキャリアモードへ切り換える命令を前記基
地局から前記リモート端末へ送信するための手段と；
　前記基地局からのシングルキャリア送信信号に応じた前記マルチキャリアＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ符号ブックからの符号語を含むアップリンクのＡＣＫメッセージ又はＮＡＣＫメッセ
ージを、前記リモート端末から受信するための手段と；
　前記シングルキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックを利用して前記ＡＣＫメッセージに
ついての前記符号語及び前記ＮＡＣＫメッセージについての前記符号語を復号するための
プロセッサと；
　前記ＡＣＫメッセージについての前記符号語及び前記ＮＡＣＫメッセージについての前
記符号語は、前記マルチキャリアＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブック及び前記シングルキャリア
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ符号ブックの双方において同じであるため、前記基地局における符号ブ
ックの不適合は、回避されることと；
　を含み、
　各符号語は、１０ビットの長さを有し、前記ビットは、４という最小ハミング距離を提
供するように定義される、
　基地局。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、通信技術に関し、より具体的には、限定ではなく例として、マルチ
キャリア環境における確認応答シグナリングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信技術において、多くの特別な用語及び略語が使用される。例えば当該背景及び／又
は後続の説明の章など、以下のテキスト内で、少なくとも次のうちのいくつかが言及され
る。よって、次の用語及び略語は、ここで定義される：
　　３ＧＰＰ（3rd　Generation　Partnership　Project）　第３世代パートナーシップ
プロジェクト
　　ＡＣＫ（Acknowledgment）　確認応答
　　ＡＲＱ（Automatic　Retransmission　reQuest）　自動再送要求
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　　ＣＱＩ（Channel　Quality　Indicator）　チャネル品質インジケータ
　　ＤＣ－ＨＳＤＰＡ（Dual　Carrier/Dual　Cell　HSDPA）　デュアルキャリア／デュ
アルセルＨＳＤＰＡ
　　ＤＴＸ（Discontinuous　Transmissio）　不連続送信
　　ＨＡＲＱ（Hybrid　Automatic　Retransmission　reQuest）　ハイブリッド自動再送
要求
　　ＨＳＤＰＡ（High-Speed　Downlink　Packet　Access）　高速ダウンリンクパケット
アクセス
　　ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（High-Speed　Dedicated　Physical　Control　Channel）高速専
用物理制御チャネル
　　　　　　(ＷＣＤＭＡにおいて)
　　ＨＳ－ＤＳＣＨ（High-Speed　Downlink　Shared　Channel）　高速ダウンリンク共
有チャネル
　　ＨＳＰＡ（High　Speed　Packet　Access）　高速パケットアクセス
　　ＨＳ－ＳＣＣＨ（High-Speed　Shared　Control　Channel）　高速共有制御チャネル
　　ＭＣ－ＨＳＤＰＡ（Multiple　Carrier/Multiple　Cell　HSDPA）　マルチキャリア
／マルチセルＨＳＤＰＡ
　　ＭＩＭＯ（Multiple　Input,　Multiple　Output）　複数入力複数出力
　　ＮＡＣＫ（Negative　Acknowledgment）　否定確認応答
　　ＰＯＳＴ（ack/nack　POSTamble）　ＡＣＫ／ＮＡＣＫポストアンブル
　　ＰＲＥ（ack/nack　PREamble）　ＡＣＫ／ＮＡＣＫプリアンブル
　　ＷＣＤＭＡ（Wideband　Code　Division　Multiple　Access）　広帯域ＣＤＭＡ
【０００３】
　電気通信は、今日の情報指向型の社会のバックボーンを形成する。電気通信は、無線又
は有線のチャネル上で、例えば無線周波数（ＲＦ）伝送信号、光波などといった電磁気放
射を用いて伝送される。電気通信のアクセシビリティ及びキャパシティは、多くの場合、
第１のデバイス（例えば、送信側）と第２のデバイス（例えば、受信側）との間の通信チ
ャネルの帯域幅により制限される。
【０００４】
　通信チャネルの利用可能な帯域幅は、多くの異なるスキームのいずれかを採用すること
によって増加し得る。その例となる１つのスキームは、マルチキャリア上で通信を行うこ
とである。マルチキャリアの動作は、マルチセルの動作を含み得る。高速ダウンリンクパ
ケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）を含む高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）は、マルチキャ
リア及び／又はマルチセルの動作を含むよう目下発展している。最初のステップは、デュ
アルキャリア及び／又はデュアルセル（ＤＣ）ＨＳＤＰＡの動作（ＤＣ－ＨＳＤＰＡ）を
サポートすることである。ＤＣ－ＨＳＤＰＡがあれば、ユーザは、２つのキャリアから“
同時に”受信することができる。これにより、高いデータレートのカバレッジが増加する
。
【０００５】
　例えばＷＣＤＭＡ（Wideband　Code　Division　Multiple　Access）に従って実装され
ているようないくつかの通信システムに関して、送信者と受信者との間の通信は、自動再
送要求（ＡＲＱ）又はハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）の動作を伴って実行される。よっ
て、ＤＣ－ＨＳＤＰＡをサポートするため、肯定確認応答（ＡＣＫ）又は否定確認応答（
ＮＡＣＫ）を使用して、２つのキャリア上の各々においてＨＡＲＱ動作をサポートしてい
る。２つのキャリア上の各々においてＨＡＲＱ動作をサポートするために、多くの提案が
なされている。
【０００６】
　第１の提案は、別々の高速専用物理制御チャネル（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ）を用いる２つの
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ指示（indications）（キャリア毎に１つ）のシグナリングを伴う。一
方、このようなアプローチは、双方のＨＳ－ＤＰＣＣＨが伝送される際、重大なカバレッ
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ジの影響が及ぼされることが知られている。さらに、第２のＨＳ－ＤＰＣＣＨが単独で伝
送される場合、第１のＨＳ－ＤＰＣＣＨが単独で伝送される場合よりも、キュービックメ
トリックが、わずかに大きい。これにより、移動体が第１のキャリアのみにＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫする必要がある場合と比較して、第２のキャリアのみにＡＣＫ／ＮＡＣＫする必要が
ある場合に、カバレッジが悪化する結果となる。
【０００７】
　第２の提案は、一般に、結合符号化（joint　coding）と１つのＨＳ－ＤＰＣＣＨとを
用いる２つのＡＣＫ／ＮＡＣＫ指示のシグナリングを伴う。このアプローチにおいて、２
つのＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージは、結合的に符号化され、１つのＨＳ－ＤＰＣＣＨを用
いて伝送される。８つの結合的に符号化されるメッセージが存在し、デュアルＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ状態を指示する。
　・ＡＣＫ（キャリア１）＆ＡＣＫ（キャリア２）
　・ＡＣＫ（キャリア１）＆ＮＡＣＫ（キャリア２）
　・ＡＣＫ（キャリア１）＆ＤＴＸ（キャリア２）
　・ＮＡＣＫ（キャリア１）＆ＡＣＫ（キャリア２）
　・ＮＡＣＫ（キャリア１）＆ＮＡＣＫ（キャリア２）
　・ＮＡＣＫ（キャリア１）＆ＤＴＸ（キャリア２）
　・ＤＴＸ（キャリア１）＆ＡＣＫ（キャリア２）
　・ＤＴＸ（キャリア１）＆ＮＡＣＫ（キャリア２）
“ＤＴＸ（キャリア１）及びＤＴＸ（キャリア２）”の場合、移動体は、ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋシグナリングを伝送する必要はない。
【０００８】
　結合符号化についての１つの具体的な提案は、３ＧＰＰ　ＴＳ　２５．２１２の表１５
Ｂにおいて規定されている既存の８つのＭＩＭＯ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＰＲＥ／ＰＯＳＴ
符号語を再利用することである。この具体的な提案に従った１つの例となる符号ブックは
、以下のように与えられる：
　ＡＣＫ／ＤＴＸ＝［１　１　１　１　１　１　１　１　１　１］
　ＮＡＣＫ／ＤＴＸ＝［０　０　０　０　０　０　０　０　０　０］
　ＤＴＸ／ＡＣＫ＝［１　０　１　０　１　１　１　１　０　１］
　ＤＴＸ／ＮＡＣＫ＝［１　１　０　１　０　１　０　１　１　１］
　ＡＣＫ／ＡＣＫ＝［０　１　１　１　１　０　１　０　１　１］
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［１　０　０　１　０　０　１　０　０　０］
　ＮＡＣＫ／ＡＣＫ＝［０　０　１　０　０　１　０　０　１　０］
　ＮＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［０　１　０　０　１　０　０　１　０　０］
【０００９】
　残念なことに、ＤＣ－ＨＳＤＰＡをサポートするための既存の提案には不備がある。上
述されているように、２つの別々のＡＣＫ／ＮＡＣＫ指示を伴う前者の提案は、双方のＨ
Ｓ－ＤＰＣＣＨが伝送される際に重大なカバレッジの影響が及ぼされる結果となる。後者
の提案は、以下で説明される、異なった不備をもたらす。
【００１０】
　その結果、マルチキャリア及び／又はマルチセル通信（例えば、ＤＣ－ＨＳＤＰＡ）の
サポートに関する目下の技術の状況において存在する不備は、対処される必要がある。そ
ういった不備及び他の必要性は、本発明の１つ以上の様々な実施形態によって対処される
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、以上とさらに以下とにおいて確認される１つ以上の不備を修正し、又
は少なくとも改善することである。本発明のある実施形態の目的は、マルチキャリアにつ
いてのＡＣＫ／ＮＡＣＫシグナリングを結合的に符号化する符号語を有する符号ブックに
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ついて、高度な最小ハミング距離を実現することである。本発明のある実施形態の別の目
的は、そのような符号ブックをもってＰＲＥ及びＰＯＳＴ動作をサポートすることである
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　一例となる実施形態において、マルチキャリアモードでの確認応答のアップリンクシグ
ナリングのためのリモート端末における方法が存在する。第１に、上記リモート端末の少
なくとも１つのメモリ内に記憶されているマルチキャリア符号ブックから、少なくとも２
つのキャリアについての確認応答シグナリングを結合的に符号化する符号語が判定される
。上記マルチキャリア符号ブックは、上記マルチキャリア符号ブックのサブ符号ブックと
してシングルキャリア符号ブックを有するように定義される８つの符号語を含み、上記８
つの符号語の各符号語は、長さ１０を有する。上記マルチキャリア符号ブックは、上記８
つの符号語の間で４という最小ハミング距離を実現する。第２に、上記リモート端末から
無線ネットワークノードへ、判定された上記符号語を含むアップリンクシグナリングメッ
セージが送信される。
【００１３】
　別の例となる実施形態において、マルチキャリアモードでの確認応答のアップリンクシ
グナリングのための無線ネットワークノードにおける方法が存在する。第１に、上記無線
ネットワークノードにおいて、少なくとも２つのキャリアについての確認応答シグナリン
グを結合的に符号化する符号語を含むアップリンクシグナリングメッセージが、リモート
端末から受信される。第２に、上記無線ネットワークノードの少なくとも１つのメモリ内
に記憶されているマルチキャリア符号ブックを用いて、上記符号語が復号される。上記マ
ルチキャリア符号ブックは、上記マルチキャリア符号ブックのサブ符号ブックとしてシン
グルキャリア符号ブックを有するように定義される８つの符号語を含み、上記８つの符号
語の各符号語は、長さ１０を有する。上記マルチキャリア符号ブックは、上記８つの符号
語の間で４という最小ハミング距離を実現する。
【００１４】
　さらに別の例となる実施形態において、マルチキャリアモードでの確認応答のアップリ
ンクシグナリングを実行するように構成されるリモート端末が存在する。上記リモート端
末は、マルチキャリア符号ブックを記憶する少なくとも１つのメモリと、１つ以上のプロ
セッサと、を含む。上記マルチキャリア符号ブックは、上記マルチキャリア符号ブックの
サブ符号ブックとしてシングルキャリア符号ブックを有するように定義される８つの符号
語を含み、上記８つの符号語の各符号語は、長さ１０を有する。上記マルチキャリア符号
ブックは、上記８つの符号語の間で４という最小ハミング距離を実現する。上記１つ以上
のプロセッサは：上記マルチキャリア符号ブックから、少なくとも２つのキャリアについ
ての確認応答シグナリングを結合的に符号化する符号語を判定し、及び、上記リモート端
末から無線ネットワークノードへ、判定された上記符号語を含むアップリンクシグナリン
グメッセージを送信するように構成される。
【００１５】
　さらにまた別の例となる実施形態において、マルチキャリアモードでの確認応答のアッ
プリンクシグナリングを実行するように構成される無線ネットワークノードが存在する。
上記無線ネットワークノードは、マルチキャリア符号ブックを記憶する少なくとも１つの
メモリと、１つ以上のプロセッサと、を含む。上記マルチキャリア符号ブックは、上記マ
ルチキャリア符号ブックのサブ符号ブックとしてシングルキャリア符号ブックを有するよ
うに定義される８つの符号語を含み、上記８つの符号語の各符号語は、長さ１０を有する
。上記マルチキャリア符号ブックは、上記８つの符号語の間で４という最小ハミング距離
を実現する。上記１つ以上のプロセッサは：上記無線ネットワークノードにおいて、少な
くとも２つのキャリアについての確認応答シグナリングを結合的に符号化する符号語を含
むアップリンクシグナリングメッセージをリモート端末から受信し、及び、マルチキャリ
ア符号ブックを用いて上記符号語を復号するように構成される。
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【発明の効果】
【００１６】
　本発明のある実施形態の利点は、マルチキャリアについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫシグナリ
ングを結合的に符号化する符号語を有する符号ブックについて高度な最小ハミング距離が
実現され得ることである。本発明のある実施形態の別の利点は、ＰＲＥ及びＰＯＳＴ動作
がサポートされ得ることである。本発明のある実施形態のさらに別の利点は、リモート端
末と無線ネットワークノードとの間に、シングルキャリアモード又はマルチキャリアモー
ドのいずれがアクティブであるかに関して解釈の不一致が存在する場合に、符号ブックの
曖昧性が回避され得ることである。本発明のある実施形態のまたさらに別の利点は、反対
の確認応答の意味を有するメッセージについて最大となる可能な符号語の分離が実現され
得ることである。他の利点は、以下で記述される。
【００１７】
　また、追加的な実施形態が、ここで説明され、及び／又は、主張される。例となる追加
的な実施形態は、限定ではなく例として、構成、メモリ、デバイス、システムなどを含む
。本発明の追加的な観点は、ある部分は以下の詳細な説明、図面、及び特許請求の範囲に
おいて説明され、またある部分は詳細な説明及び図面から導かれ得るか、又は本発明の実
施により習得され得る。前述の一般的な説明及び以下の詳細な説明の双方とも、単なる例
示及び説明であり、開示され又は主張されるとおりに本発明を限定しないことは、理解さ
れるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　次の添付の図面と併せて以下の詳細な説明を参照することにより、本発明をより完全に
理解し得る：
【００１９】
【図１】無線ネットワークノード及び複数のリモート端末を含む一例となる通信システム
のブロック図である。
【図２】ＰＲＥ及びＰＯＳＴ動作を含む拡張されたＡＣＫ／ＮＡＣＫシグナリングについ
ての一例となる状態図である。
【図３】本発明の実施形態に従ったマルチキャリア符号ブックを用いて通信するように構
成される例となるデバイスのブロック図である。
【図４】一例となるマルチキャリア符号ブックのブロック図である。
【図５】マルチキャリアの確認応答シグナリングのための一例となる一般的な方法のフロ
ー図である。
【図６Ａ】一例となるマルチキャリア符号ブック上で実行されるハミング距離の解析を示
すブロック図である。
【図６Ｂ】反対の意味を有する例となる符号語のペアを示すブロック図である。
【図７】マルチキャリアの確認応答シグナリングについての実施形態を実装するのに使用
され得る例となるデバイスのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以上で説明されているように、マルチキャリア及び／又はマルチセル通信（例えば、Ｄ
Ｃ－ＨＳＤＰＡ）をサポートすることへの既存のアプローチには欠点が存在する。第１の
既存の提案は、２つの別々のＡＣＫ／ＮＡＣＫ指示を使用しようとしている。それにより
、双方のＨＳ－ＤＰＣＣＨが伝送される際に重大なカバレッジの影響がもたらされるであ
ろう。第２の既存の提案は、３ＧＰＰにおいて既に規定されている既存の８つのＭＩＭＯ
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＰＲＥ／ＰＯＳＴ符号語を再利用しようとしている。
【００２１】
　既存の８つのＭＩＭＯ符号語を再利用することは、２つのＡＣＫ／ＮＡＣＫ指示を結合
的に符号化して、それによりデュアルキャリアのＡＣＫ／ＮＡＣＫシグナリングのために
別々に送信する必要性を回避し得るものの、この提案に伴って異なった不備がもたらされ
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る。例えば、既存の８つのＭＩＭＯ符号語から形成されるそのような符号ブックは、たっ
たの３という最小ハミング距離を有し、これは、長さ１０及びサイズ８である符号ブック
についての最適な最小ハミング距離よりもはるかに小さい。また、ＭＩＭＯ由来の符号語
７及び８（“ＮＡＣＫ／ＡＣＫ＝［０　０　１　０　０　１　０　０　１　０］”及び“
ＮＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［０　１　０　０　１　０　０　１　０　０］”）が、既存のＰＲ
Ｅ及びＰＯＳＴ指示と同じ値を有しているため、ＰＲＥ及びＰＯＳＴ動作は、サポートさ
れ得ない。
【００２２】
　一方、以下で説明される例となる符号ブックの実施形態は、優れた最小ハミング距離を
有する。２つの異なる例となるマルチキャリア符号ブックの実施形態は、以下で説明され
る。第１の例となるマルチキャリア符号ブックの実施形態は、５という最小ハミング距離
を有し、第２の例となるマルチキャリア符号ブックの実施形態は、４という最小ハミング
距離を有する。双方の例となるマルチキャリア符号ブックの実施形態は、ＰＲＥ及びＰＯ
ＳＴ動作をサポートするように構成され得る。第２の例となるマルチキャリア符号ブック
の実施形態は、そのサブ符号ブック又はサブセットとして、シングルキャリアのＡＣＫ／
ＮＡＣＫシグナリングの符号ブックを含んでもよい。第２の例となるマルチキャリア符号
ブックの実施形態は、反対の意味を持つ符号語を有する符号語のペアが、それらの間で比
較的大きいハミング距離の分離を有することを、さらに確保し得る。一例となる実装にお
いて、第１及び第２の例となるマルチキャリア符号ブックの実施形態は、ＷＣＤＭＡベー
スの通信システムにおけるＤＣ－ＨＳＤＰＡ動作について１つのＨＳ－ＤＰＣＣＨを用い
るＡＣＫ／ＮＡＣＫシグナリングをサポートする符号ブックを伴い得る。
【００２３】
　ＨＡＲＱのＡＣＫ／ＮＡＣＫシグナリングに加えて、２つのＣＱＩが、ＤＣ－ＨＳＤＰ
Ａ動作の間にシグナリングされ得る。ＤＣ－ＨＳＤＰＡ動作を非アクティブ化するＨＳ－
ＳＣＣＨ命令が、リモート端末によって検出されない場合、ＣＱＩに関して類似した問題
が起こり得る。これにより、無線ネットワークノードとリモート端末との間にＣＱＩの符
号ブックの曖昧性が生じ得る。この問題に対処する例となる実施形態も、以下で説明され
る。
【００２４】
　ＭＩＭＯ式のＨＳ－ＤＰＣＣＨフォーマットがＤＣ－ＨＳＤＰＡのために使用される場
合、ＤＣ－ＨＳＤＰＡの特性とＭＩＭＯ　ＨＳＤＰＡの特性とを統合することが課題とな
り得る。ＤＣ－ＨＳＤＰＡの特性とＭＩＭＯ　ＨＳＤＰＡの特性とを組み合わせることを
可能とする例となる実施形態も、以下で説明される。
【００２５】
　図１は、無線ネットワークノード１０２及び複数のリモート端末１０４を含む一例とな
る通信システム１００のブロック図である。このように示されるように、通信システム１
００は、少なくとも１つの無線ネットワークノード１０２、並びに１つ以上のリモート端
末１０４ａ及び１０４ｂを含む。２つのリモート端末１０４ａ及び１０４ｂしか明確には
示されていないものの、無線ネットワークノード１０２は、２つよりも少ないか又は多い
こういったリモート端末１０４との間で通信し得る。同様に、図１においては１つの無線
ネットワークノード１０２しか示されていないものの、所与のリモート端末１０４の各々
は、複数のこういった無線ネットワークノード１０２との間で（例えば、マルチセルモー
ドにおいて）通信し得る。代わりに、無線ネットワークノード１０２は、リモート端末１
０４との間で有線接続上において通信する有線ネットワークノードであってもよい。
【００２６】
　無線ネットワークノード１０２からリモート端末１０４への通信は、通常ダウンリンク
通信と呼ばれる。リモート端末１０４から無線ネットワークノード１０２への通信は、通
常アップリンク通信と呼ばれる。一例となる実施形態において、ダウンリンク通信１０６
は、無線ネットワークノード１０２からリモート端末１０４ａへ送信される。リモート端
末１０４ａは、ダウンリンク通信１０６を受信し、それを処理する。
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【００２７】
　ダウンリンク通信１０６の受信に応えて、及び／又はその処理に基づいて、リモート端
末１０４ａは、アップリンク応答メッセージ１０８を作成する。以下で説明されるように
、アップリンク応答メッセージ１０８は、少なくとも１つの符号語を含み得る。リモート
端末１０４ａは、無線ネットワークノード１０２へアップリンク応答メッセージ１０８を
送信する。無線ネットワークノード１０２は、例えば、含まれる符号語を復号することに
よって、アップリンク応答メッセージ１０８を適切に処理し得る。
【００２８】
　ここで説明されるある例となる実施形態の文脈において、アップリンク応答メッセージ
１０８は、１つ以上のダウンリンク通信１０６に関する受信状態を指示する。受信状態は
、含まれる１つ以上の符号語で指示され得る。指示される受信状態は、例えば、肯定確認
応答、否定確認応答、無受信、プリアンブル動作、ポストアンブル動作、これらいくつか
の組み合わせなどであり得る。特に図２を参照して、異なる受信状態は、以下でさらに説
明される。
【００２９】
　無線ネットワークノード１０２は、例えば、基地局、基地送受信局、無線基地局、ノー
ドＢ、アクセスポイント、これらいくつかの組み合わせなどを含み得る。リモート端末１
０４は、例えば、移動端末、移動局、ユーザ機器、加入者局、通信カード又はモジュール
、これらいくつかの組み合わせなどを含み得る。特に図７を参照して、無線ネットワーク
ノード１０２及び／又はリモート端末１０４についての一般的な例となるデバイスの実装
は、以下で説明される。
【００３０】
　ここで言及されるある例となる技術は、ＷＣＤＭＡの用語を用いて表現される。一方、
これは、ＷＣＤＭＡベースのシステムについて適切であり得る１つの例となる実装に過ぎ
ないことは、理解されるべきである。換言すれば、リモート端末は、いかなる一般的なタ
イプであってもよく、ネットワークノードは、いかなる一般的な無線（又は有線）ネット
ワークのインフラの一部であってもよい。無線の実装において、（例えば、異なる無線ネ
ットワーク標準に適合する）他の無線インタフェース技術を利用して、本発明の原理を実
装してもよい。そのような他の無線ネットワーク標準は、セルラタイプの無線ネットワー
クを対象としていてもしていなくてもよい。
【００３１】
　図２は、ＰＲＥ及びＰＯＳＴ動作を含む拡張されたＡＣＫ／ＮＡＣＫシグナリングにつ
いての一例となる状態図２００である。示されているように、状態図２００は：不連続送
信（ＤＴＸ）状態２０２、プリアンブル（ＰＲＥ）状態２０４、及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ状
態２０６、の３つの状態を含む。ＰＲＥ及びＰＯＳＴ動作が導入されて、ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ検出性能は、改善される。状態図２００に示されるように、トレリス構造が、ＡＣＫ／
ＮＡＣＫシグナリングチャネルに追加される。
【００３２】
　リモート端末がサブフレームｎについて高速共有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）を検
出すると、サブフレームｎ－１におけるＨＳ－ＤＰＣＣＨにおいてＤＴＸ状態２０２から
ＰＲＥ状態２０４への遷移に対するプリアンブル“ＰＲＥ”指示が送信される。サブフレ
ームｎ－１における高速ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ）の受信後に、リモ
ート端末がサブフレームｎにおいてＨＳ－ＤＳＣＨを検出しない場合、サブフレームｎに
おいてＡＣＫ／ＮＡＣＫ状態２０６からＤＴＸ状態２０２への遷移に対するポストアンブ
ル“ＰＯＳＴ”指示が送信される。プリアンブル及びポストアンブル指示の使用によって
、無線ネットワークノードは、バースト性のＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信とＤＴＸをより良好に
区別することが可能となる。
【００３３】
　図３は、本発明の実施形態に従ったマルチキャリア符号ブック３１２を用いて通信する
ように構成される例となるデバイス３０２のブロック図３００である。示されているよう
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に、デバイス３０２は、送信機３０４と、受信機３０６と、通信確認ユニット３０８と、
シングルキャリア符号ブック３１０と、マルチキャリア符号ブック３１２と、を含む。よ
り具体的には、第１のデバイス３０２ａは、送信機３０４ａと、受信機３０６ａと、通信
確認ユニット３０８ａと、シングルキャリア符号ブック３１０ａと、マルチキャリア符号
ブック３１２ａと、を含む。第２のデバイス３０２ｂは、受信機３０６ｂと、送信機３０
４ｂと、通信確認ユニット３０８ｂと、シングルキャリア符号ブック３１０ｂと、マルチ
キャリア符号ブック３１２ｂと、を含む。デバイス３０２ａ及び３０２ｂの各々は、示さ
れているものよりも多い、又は少ないコンポーネントを含んでもよい。
【００３４】
　一例となる実施形態において、第１のデバイス３０２ａは、（図１の）無線ネットワー
クノード１０２として機能し、第２のデバイス３０２ｂは、例えば、リモート端末１０４
ａといった、リモート端末１０４として機能している。ここで、第１のデバイス３０２ａ
は、送信機３０４ａを使用して、第２のデバイス３０２ｂにダウンリンク通信１０６を送
信し、それは、受信機３０６ｂで受信される。第２のデバイス３０２ｂは、送信機３０４
ｂを使用して第１のデバイス３０２ａにアップリンク応答メッセージ１０８を送信し、そ
れは、受信機３０６ａで受信される。アップリンク応答メッセージ１０８は、１つ以上の
キャリアについて少なくとも１つのＡＣＫ指示、少なくとも１つのＮＡＣＫ指示、又は少
なくとも１つの遷移動作指示を含み得る。第２のデバイス３０２ｂは、ダウンリンク通信
１０６の存在を検出し損ねた場合、アップリンク応答メッセージ１０８を送信しないであ
ろう。そのような場合、例えば、ＤＴＸとしてここでは言及される。
【００３５】
　一例となる実装において、これらの指示は、１つ以上の符号ブックからの少なくとも１
つの符号語を用いて通信され得る。デバイス３０２がシングルキャリア上で通信している
場合、それらは、シングルキャリア符号ブック３１０を用いて符号語を判定し、及び復号
／解釈し得る。デバイス３０２がマルチキャリア上で通信している場合、それらは、マル
チキャリア符号ブック３１２を用いて符号語を判定し、及び復号／解釈し得る。特に図４
を参照して、少なくとも２つのキャリア／セルに関連する一例となるマルチキャリア符号
ブック３１２が、以下で説明される。符号語の判定は、第２のデバイス３０２ｂの通信確
認ユニット３０８ｂによって実行され、符号語の復号は、第１のデバイス３０２ａの通信
確認ユニット３０８ａによって実行される。
【００３６】
　図４は、一例となるマルチキャリア符号ブック３１２のブロック図である。示されてい
るように、マルチキャリア符号ブック３１２は、一例となるデュアルキャリア符号ブック
３１２－２を含む。一例となる実施形態について、デュアルキャリア符号ブック３１２－
２は、全部で１０個の符号語４０２を含む。それは、８つの“確認応答”の符号語４０２
ａ～ｈを含む。また、デュアルキャリア符号ブック３１２－２は、２つの“遷移動作”の
符号語４０２ｉ及び４０２ｊを含み得る。一方、デュアルキャリア符号ブック３１２－２
は、異なる数の符号語及び／又は異なる意味を有する符号語のセットを代わりに含んでも
よい。
【００３７】
　デュアルキャリア符号ブック３１２－２についての符号語４０２のセットについての例
となる受信状態の意味は、以下に示される。符号語４０２ａは、“ＡＣＫ／ＤＴＸ”受信
状態を指示し、これは、第１のキャリア上における（例えば、受信されるトランスポート
ブロックについての）肯定確認応答及び第２のキャリア上における（例えば、トランスポ
ートブロックの）無受信に対応する。符号語４０２ｂは、“ＮＡＣＫ／ＤＴＸ”受信状態
を指示し、これは、第１のキャリア上における（例えば、正しく受信されないトランスポ
ートブロックについての）否定確認応答及び第２のキャリア上における無受信に対応する
。符号語４０２ｃは、“ＤＴＸ／ＡＣＫ”受信状態を指示し、これは、第１のキャリア上
における無受信及び第２のキャリア上における肯定確認応答に対応する。符号語４０２ｄ
は、“ＤＴＸ／ＮＡＣＫ”受信状態を指示し、これは、第１のキャリア上における無受信
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及び第２のキャリア上における否定確認応答に対応する。
【００３８】
　符号語４０２ｅは、“ＮＡＣＫ／ＡＣＫ”受信状態を指示し、これは、第１のキャリア
上における否定確認応答及び第２のキャリア上における肯定確認応答に対応する。符号語
４０２ｆは、“ＡＣＫ／ＮＡＣＫ”受信状態を指示し、これは、第１のキャリア上におけ
る肯定確認応答及び第２のキャリア上における否定確認応答に対応する。符号語４０２ｇ
は、“ＡＣＫ／ＡＣＫ”受信状態を指示し、これは、第１のキャリア上における肯定確認
応答及び第２のキャリア上における肯定確認応答に対応する。符号語４０２ｈは、“ＮＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ”受信状態を指示し、これは、第１のキャリア上における否定確認応答及
び第２のキャリア上における否定確認応答に対応する。
【００３９】
　上述されるように、例えば、デュアルキャリア符号ブック３１２－２のような、マルチ
キャリア符号ブック３１２は、遷移動作についての符号語も含み得る。符号語４０２ｉは
、“ＰＲＥ”動作についての受信状態を指示し、これは、プリアンブル遷移動作に対応す
る。符号語４０２ｊは、“ＰＯＳＴ”動作についての受信状態を指示し、これは、ポスト
アンブル遷移動作に対応する。
【００４０】
　これら符号語に当てがわれる値は、様々なマルチキャリア符号ブック３１２を作成し得
る。異なる値を有する異なるマルチキャリア符号ブック３１２は、異なる性質を有するマ
ルチキャリア符号ブック３１２を生じさせ得る。以下で、第１及び第２の例となる符号ブ
ックの実施形態が説明される。これら２つの例となる符号ブックの実施形態における各符
号語は、１０個の値の長さ（例えば、１０ビット）を有するものの、符号語は、代わりに
異なる長さであってもよい。
【００４１】
　第１の例となる符号ブックの実施形態について、ＤＣ－ＨＳＤＰＡのＨＡＲＱ確認応答
シグナリングのために１つのＨＳ－ＤＰＣＣＨを用いて実装され得るマルチキャリア符号
ブック３１２が説明される。符号ブックは、記述される符号語の各々について次のような
例となる値を有し得る：
　ＡＣＫ／ＤＴＸ＝［１　１　１　１　１　１　０　１　１　０］
　ＮＡＣＫ／ＤＴＸ＝［１　１　１　０　１　１　１　０　０　１］
　ＤＴＸ／ＡＣＫ＝［１　１　０　１　０　０　１　０　１　０］
　ＤＴＸ／ＮＡＣＫ＝［０　０　０　１　１　１　１　１　１　１］
　ＡＣＫ／ＡＣＫ＝［１　０　０　０　０　１　１　１　０　０］
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［０　１　０　１　０　１　０　０　０　１］
　ＮＡＣＫ／ＡＣＫ＝［１　０　０　０　１　０　０　０　１　１］
　ＮＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［０　１　１　０　０　０　１　１　１　１］
この符号ブックは、５に等しい最小ハミング距離を有する。
 
【００４２】
　この第１の例となる符号ブックの実施形態に関し、ＰＲＥ／ＰＯＳＴ機能もサポートす
るために、レガシーのＰＲＥ／ＰＯＳＴ符号語と同一であるさらに２つの符号語が、追加
され得る。レガシーのＰＲＥ／ＰＯＳＴ符号語が追加されても、最小ハミング距離は、５
に等しいままであり得る。この第１の例となる符号ブックの実施形態は、既存の８つのＭ
ＩＭＯ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＰＲＥ／ＰＯＳＴ符号語に基づく符号ブックと比較すると、
より一層良好なメッセージ誤り率の性能を実現し得る。
【００４３】
　一方、デュアルキャリアＡＣＫ／ＮＡＣＫシグナリングのために第１の例となる符号ブ
ックの実施形態を使用することは、ＤＣ－ＨＳＤＰＡ動作を非アクティブ化するＨＳ－Ｓ
ＣＣＨ命令が受信される場合、リモート端末がリリース５（シングルキャリア）のＡＣＫ
／ＮＡＣＫシグナリングへフォールバックするであろうことを意味する。結果として、リ
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モート端末がそのようなＨＳ－ＳＣＣＨ命令を見逃し、そのためＤＣ－ＨＳＤＰＡのＨＡ
ＲＱ確認応答の符号ブックを使用し続け、一方で、無線ネットワークノードが（シングル
キャリアの）リリース５の符号ブックを用いて、受信した符号語を復号し始める場合に、
問題が起こり得る。
【００４４】
　リリース５のシングルキャリア符号ブックは、ＡＣＫシングルキャリア指示及びＮＡＣ
Ｋシングルキャリア指示について、次の２つの符号語を含む：
　ＡＣＫ＝［１　１　１　１　１　１　１　１　１　１］
　ＮＡＣＫ＝［０　０　０　０　０　０　０　０　０　０］
【００４５】
　（図２の）状態図２００において表されるように、確認応答シグナリングは、ＰＲＥ及
びＰＯＳＴ遷移動作指示によって先行され得る。例として、ＰＲＥ及びＰＯＳＴ符号語は
、次の２つの（レガシーの）値を有し得る：
　ＰＲＥ＝［０　０　１　０　０　１　０　０　１　０］
　ＰＯＳＴ＝［０　１　０　０　１　０　０　１　０　０］
【００４６】
　リモート端末がＨＳ－ＳＣＣＨ命令を検出するのに失敗する場合の潜在的な曖昧性（例
えば、リモート端末と無線ネットワークノードとの間に起こり得る符号ブックの不整合）
に対処するため、ＭＣ－ＨＳＤＰＡのＨＡＲＱ確認応答シグナリングについての符号ブッ
クは、そのサブ符号ブック又はサブセットとして、シングルキャリア符号ブックを含み得
る。以下で説明される第２の例となる符号ブックの実施形態は、マルチキャリア符号ブッ
クのサブ符号ブック又はサブセットとして、シングルキャリア符号ブックを含む。
【００４７】
　以下に挙げられる例について、符号語のペアの各々の間のハミング距離は、４という最
小ハミング距離を実現するように強化もされている。より具体的には、第２の例となる符
号ブックの実施形態について、ＤＣ－ＨＳＤＰＡのＨＡＲＱ確認応答シグナリングのため
に１つのＨＳ－ＤＰＣＣＨを用いて実装され得るマルチキャリア符号ブック３１２が、説
明される。符号ブックは、記述される符号語の各々について、次の例となる値を有し得る
：
　ＡＣＫ／ＤＴＸ＝［１　１　１　１　１　１　１　１　１　１］
　ＮＡＣＫ／ＤＴＸ＝［０　０　０　０　０　０　０　０　０　０］
　ＤＴＸ／ＡＣＫ＝［１　１　１　１　１　０　０　０　０　０］
　ＤＴＸ／ＮＡＣＫ＝［０　０　０　０　０　１　１　１　１　１］
　ＮＡＣＫ／ＡＣＫ＝［１　１　０　０　１　１　０　０　１　１］
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［０　０　１　１　０　０　１　１　０　０］
　ＡＣＫ／ＡＣＫ＝［１　０　１　０　１　０　１　０　１　０］
　ＮＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［０　１　０　１　０　１　０　１　０　１］
この例となる符号ブックの最小ハミング距離は、４である。
【００４８】
　さらに、この第２の例となる符号ブックの実施形態は、リリース５、６、及び７におい
て定義されているプリアンブル（ＰＲＥ）及びポストアンブル（ＰＯＳＴ）のレガシーの
符号語で補強され得る。ＰＲＥ及びＰＯＳＴ符号語についてのこれらレガシーな値は、次
のとおりである：
　ＰＲＥ＝［０　０　１　０　０　１　０　０　１　０］
　ＰＯＳＴ＝［０　１　０　０　１　０　０　１　０　０］
【００４９】
　この第２の例となる符号ブックの実施形態であれば、リモート端末がマルチキャリア動
作を止める命令を見逃して（例えば、ＨＳ－ＳＣＣＨ命令を見逃して）、マルチキャリア
動作状態のままである（例えば、ＤＣ－ＨＳＤＰＡ動作状態のままである）場合、それは
、ＨＳ－ＤＳＣＨデータの受信を確認応答する際、ＡＣＫ／ＤＴＸ符号語の指示又はＮＡ
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ＣＫ／ＤＴＸ符号語の指示をシグナリングするであろう。これら２つの符号語は、（シン
グルセルを含む）シングルキャリアのシグナリングについてのＡＣＫ及びＮＡＣＫ符号語
と同じであるため、無線ネットワークノードにおいて、曖昧性の問題は、存在しない。
【００５０】
　さらに、第２の例となる符号ブックの実施形態の符号ブックの構成を所与として、反対
の意味を有するメッセージは、最大の（ペアでの）符号語の分離を割当てられる。例えば
、メッセージＤＴＸ／ＡＣＫ及びＤＴＸ／ＮＡＣＫは、反対の意味を有する。メッセージ
ＡＣＫ／ＤＴＸ及びＮＡＣＫ／ＤＴＸも、反対の意味を有する。加えて、メッセージＡＣ
Ｋ／ＡＣＫ及びＮＡＣＫ／ＮＡＣＫは、（二重の）反対の意味を有する。メッセージＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ及びＮＡＣＫ／ＡＣＫも、（二重の）反対の意味を有する。提案される符号
ブックは、上記の反対の意味の場合の各ペアについて１０のハミング距離を有することが
分かっている。
【００５１】
　符号語の再マッピング（例えば、符号語の定義の変更）、ビットの置換、ビット単位の
マスキング、これらの組み合わせなどによって、列挙型の性質を有する符号ブックが得ら
れる。結果として、これらの及び／又は同様の若しくは類似の動作の１つ以上を通して（
例えば、ここで説明される符号ブックから始める場合に）取得され得る符号ブックは、同
等の符号ブックを含む。これら動作の例となる実装は、以下に挙げられる。
【００５２】
　第１の例として、符号語の２つ以上のペアの定義を再マッピングすることができる。例
えば、（ＮＡＣＫ／ＡＣＫ及びＡＣＫ／ＮＡＣＫについての）［１　１　０　０　１　１
　０　０　１　１］及び［０　０　１　１　０　０　１　１　０　０］となるこれら２つ
の符号語は、交換され、次の同等の符号ブックを生成し得る：
　ＡＣＫ／ＤＴＸ＝［１　１　１　１　１　１　１　１　１　１］
　ＮＡＣＫ／ＤＴＸ＝［０　０　０　０　０　０　０　０　０　０］
　ＤＴＸ／ＡＣＫ＝［１　１　１　１　１　０　０　０　０　０］
　ＤＴＸ／ＮＡＣＫ＝［０　０　０　０　０　１　１　１　１　１］
　ＮＡＣＫ／ＡＣＫ＝［０　０　１　１　０　０　１　１　０　０］
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［１　１　０　０　１　１　０　０　１　１］
　ＡＣＫ／ＡＣＫ＝［１　０　１　０　１　０　１　０　１　０］
　ＮＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［０　１　０　１　０　１　０　１　０　１］
　ＰＲＥ＝［０　０　１　０　０　１　０　０　１　０］
　ＰＯＳＴ＝［０　１　０　０　１　０　０　１　０　０］
一方、この符号語の再マッピングは、例えば４という最小ハミング距離といった、符号ブ
ックの基本的な符号の性質を変更しない。また、（ペアでの）１０という最大ハミング距
離は、反対の意味を有する符号ペアの間で保存される。換言すれば、符号ペアＤＴＸ／Ａ
ＣＫとＤＴＸ／ＮＡＣＫとの間、符号ペアＡＣＫ／ＤＴＸとＮＡＣＫ／ＤＴＸとの間、符
号ペアＡＣＫ／ＮＡＣＫとＮＡＣＫ／ＡＣＫとの間、及び符号ペアＡＣＫ／ＡＣＫとＮＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫとの間で、１０というハミング距離は、保存される。
【００５３】
　別の例として、“オリジナルの”符号ブック内での列の置換は、基本的な符号の性質を
変更しない。例えば、“オリジナルの”第２の例となる符号ブックの実施形態の最初と最
後の列を交換すると、次のような同等の符号ブックが得られる：
　ＡＣＫ／ＤＴＸ＝［１　１　１　１　１　１　１　１　１　１］
　ＮＡＣＫ／ＤＴＸ＝［０　０　０　０　０　０　０　０　０　０］
　ＤＴＸ／ＡＣＫ＝［０　１　１　１　１　０　０　０　０　１］
　ＤＴＸ／ＮＡＣＫ＝［１　０　０　０　０　１　１　１　１　０］
　ＮＡＣＫ／ＡＣＫ＝［１　１　０　０　１　１　０　０　１　１］
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［０　０　１　１　０　０　１　１　０　０］
　ＡＣＫ／ＡＣＫ＝［０　０　１　０　１　０　１　０　１　１］
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　ＮＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［１　１　０　１　０　１　０　１　０　０］
　ＰＲＥ＝［０　０　１　０　０　１　０　０　１　０］
　ＰＯＳＴ＝［０　１　０　０　１　０　０　１　０　０］
このビット置換された符号ブックは、符号ブックについての４という最小ハミング距離を
保存する。また、符号ペアＤＴＸ／ＡＣＫとＤＴＸ／ＮＡＣＫとの間、符号ペアＡＣＫ／
ＤＴＸとＮＡＣＫ／ＤＴＸとの間、符号ペアＡＣＫ／ＮＡＣＫとＮＡＣＫ／ＡＣＫとの間
、及び符号ペアＡＣＫ／ＡＣＫとＮＡＣＫ／ＮＡＣＫとの間で、１０というハミング距離
は、保存される。
【００５４】
　さらに別の例として、“オリジナルの”第２の例となる符号ブックの実施形態に共通の
マスクを適用することは、基本的な符号の性質を変更しない。例えば、“オリジナルの”
符号ブックにおける符号語の各々に、［１　０　０　１　０　０　１　０　０　０］とい
う共通のマスクを適用して、次の同等の符号ブックを生成することができる：
　ＡＣＫ／ＤＴＸ＝［０　１　１　０　１　１　０　１　１　１］
　ＮＡＣＫ／ＤＴＸ＝［１　０　０　１　０　０　１　０　０　０］
　ＤＴＸ／ＡＣＫ＝［０　１　１　０　１　０　１　０　０　０］
　ＤＴＸ／ＮＡＣＫ＝［１　０　０　１　０　１　０　１　１　１］
　ＮＡＣＫ／ＡＣＫ＝［０　１　０　１　１　１　１　０　１　１］
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［１　０　１　０　０　０　０　１　０　０］
　ＡＣＫ／ＡＣＫ＝［０　０　１　１　１　０　０　０　１　０］
　ＮＡＣＫ／ＮＡＣＫ＝［１　１　０　０　０　１　１　１　０　１］
　ＰＲＥ＝［１　０　１　１　０　１　１　０　１　０］
　ＰＯＳＴ＝［１　１　０　１　１　０　１　１　０　０］
共通のマスクの適用から得られるこの符号ブックは、符号ブックについての４という最小
ハミング距離を保存する。また、符号ペアＤＴＸ／ＡＣＫとＤＴＸ／ＮＡＣＫとの間、符
号ペアＡＣＫ／ＤＴＸとＮＡＣＫ／ＤＴＸとの間、符号ペアＡＣＫ／ＮＡＣＫとＮＡＣＫ
／ＡＣＫとの間、及び符号ペアＡＣＫ／ＡＣＫとＮＡＣＫ／ＮＡＣＫとの間で、１０とい
うハミング距離は、保存される。
【００５５】
　図５は、マルチキャリアの確認応答シグナリングのための一例となる一般的な方法のフ
ロー図５００である。示されているように、フロー図５００は、８つのブロック５０２～
５１６を含む。フロー図５００は、例えば、（図３の）第１のデバイス３０２ａ及び第２
のデバイス３０２ｂといった２つの通信デバイスによって実装され得る。一例となる実施
形態において、第１のデバイス３０２ａは、無線ネットワークノード１０２としてステッ
プ５０２、５０４、５１４、及び５１６を実装する。第２のデバイス３０２ｂは、リモー
ト端末１０４としてステップ５０６～５１２を実装する。
【００５６】
　フロー図５００のステップは、プロセッサにより実行可能な（processor-executable）
命令をもって達成され得る。プロセッサにより実行可能な命令は、ハードウェア、ファー
ムウェア、ソフトウェア、固定ロジック回路、これらの組み合わせなどとして具現化され
得る。例となるプロセッサにより実行可能な命令の動作の実装は、プロセッサに結合され
たメモリ、ＡＳＩＣ（application-specific　integrated　circuit）、デジタル信号プ
ロセッサ及び関連コード、これらいくつかの組み合わせなどを、限定ではなく含む。
【００５７】
　一例となる実施形態において、フロー図５００は、マルチキャリア符号ブック３１２を
用いてマルチキャリア環境に確認応答シグナリングを実装するための方法を示す。図５の
ステップは、他の図からの特定の例となる要素を参照して説明されるものの、代わりに他
の要素をもって、ステップは、実行されてもよい。
【００５８】
　ステップ５０２において、キャリアモード及びダウンリンクスケジュールの指示が、送



(16) JP 5593319 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

信される。例えば、無線ネットワークノード１０２は、キャリアモード及びダウンリンク
スケジュールの指示を、送信機３０４ａを用いてリモート端末１０４ａへ送信し得る。キ
ャリアモードは、例えば、シングルキャリアモードか又はマルチキャリアモード（例えば
、デュアルキャリアモード）であり得る。ダウンリンクスケジュールは、典型的に、帯域
幅割当てブロック（例えば、周波数及び／又は時間スロット）をリモート端末に通知する
。
【００５９】
　ステップ５０４において、ダウンリンク通信は、１つ以上のキャリア上で送信される。
例えば、無線ネットワークノード１０２は、指示されるキャリアモード及びダウンリンク
スケジュールに従って、１つ以上のキャリア上のダウンリンク通信１０６を、送信機３０
４ａを用いてリモート端末１０４ａへ送信し得る。
【００６０】
　リモート端末１０４ａは、無線ネットワークノード１０２からのダウンリンク通信１０
６を、受信機３０６ｂを用いて受信し又は少なくとも受信しようと試みる。ステップ５０
６において、ダウンリンク通信が期待されるキャリア上で受信されるかが、判定される。
例えば、リモート端末１０４ａの通信確認ユニット３０８ｂは、指示されるキャリアモー
ド及びダウンリンクスケジュールに基づいて、期待されるキャリア上でダウンリンク通信
１０６が受信されるかを、判定し得る。
【００６１】
　ステップ５０８において、受信シナリオが判定される。例えば、デュアルキャリアの状
況において、リモート端末１０４ａの通信確認ユニット３０８ｂは、受信シナリオを判定
し得る。受信シナリオは、期待されるキャリア上で通信が正しく受信されたか否か、及び
キャリア上で通信が期待されていたか否かに対応する。よって、受信シナリオを判定する
ことは、割当てられたキャリアの各々についてＡＣＫ、ＮＡＣＫ、ＤＴＸなどの指示が適
切であるか否かを判定する。具体的な例について、通信が第１及び第２のキャリア上の双
方で期待され、第１のキャリア上でのみこれが正しく受信される場合、受信シナリオは、
第１のキャリアについてのＡＣＫ及び第２のキャリアについてのＮＡＣＫに対応する。
【００６２】
　ステップ５１０において、判定された受信シナリオに対応する意味を有するマルチキャ
リア符号ブックからの符号語が、判定される。例えば、リモート端末１０４ａのメモリ内
に記憶されるマルチキャリア符号ブック３１２から、リモート端末１０４ａの通信確認ユ
ニット３０８ｂは、判定された受信シナリオに対応する意味を有する符号語を判定し得る
。デュアルキャリアの文脈における具体的な例を続けると、リモート端末１０４ａは、Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫの意味に対応するデュアルキャリア符号ブック３１２－２内の符号語４０
２ｆの値を判定する。
【００６３】
　ステップ５１２において、判定された符号語を有するメッセージが、送信される。例え
ば、判定された符号語４０２を有するアップリンク応答メッセージ１０８が、送信機３０
４ｂを用いてリモート端末１０４ａから無線ネットワークノード１０２へ送信され得る。
ステップ５１４において、判定された符号語を有するメッセージが受信される。例えば、
判定された符号語４０２を有するアップリンク応答メッセージ１０８が、無線ネットワー
クノード１０２において受信機３０６ａを用いて、リモート端末１０４ａから受信され得
る。
【００６４】
　ステップ５１６において、受信された符号語が、復号される。例えば、無線ネットワー
クノード１０２のメモリ内に記憶されるマルチキャリア符号ブック３１２のコピーを用い
て、無線ネットワークノード１０２の通信確認ユニット３０８ａは、受信した符号語４０
２を復号し得る。復号は、受信した符号語４０２の値から、確認応答の意味を変換し又は
復元する。具体的な例を続けると、無線ネットワークノード１０２の通信確認ユニット３
０８ａは、受信した符号語４０２ｆの値を復号して、第１及び第２のキャリア上における
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受信シナリオを確認応答している目的のＡＣＫ／ＮＡＣＫの意味を復元する。
【００６５】
　図６Ａは、一例となるマルチキャリア符号ブック３１２上で実行されるハミング距離の
解析６０２を示すブロック図６００Ａである。示されているように、ブロック図６００Ａ
は、マルチキャリア符号ブック３１２、ハミング距離の解析６０２、及び最小ハミング距
離６０４を含む。一般に、ハミング距離の解析６０２は、マルチキャリア符号ブック３１
２に適用される。解析の結果は、最小ハミング距離６０４である。
【００６６】
　上述されているように、第１の例となる符号ブックの実施形態に従ったマルチキャリア
符号ブック３１２は、５に等しい最小ハミング距離６０４を実現する。この符号ブックの
同等の操作は、５という最小ハミング距離を同様に維持する。第２の例となる符号ブック
の実施形態に従ったマルチキャリア符号ブック３１２は、４に等しい最小ハミング距離６
０４を実現する。この符号ブックの同等の操作は、４という最小ハミング距離を同様に維
持する。
【００６７】
　図６Ｂは、反対の意味を有する例となる符号語のペア６０６を示すブロック図６００Ｂ
である。示されているように、ブロック図６００Ｂは、４つの符号語のペア６０６、８つ
の符号語４０２、及び最大の符号語の分離の指示６０８を含む。各符号語のペア６０６は
、反対の意味を有する２つの符号語４０２を含む。
【００６８】
　符号語のペア６０６ａｂは、符号語４０２ａ（ＡＣＫ／ＤＴＸ）及び符号語４０２ｂ（
ＮＡＣＫ／ＤＴＸ）を含む。符号語のペア６０６ｃｄは、符号語４０２ｃ（ＤＴＸ／ＡＣ
Ｋ）及び符号語４０２ｄ（ＤＴＸ／ＮＡＣＫ）を含む。符号語のペア６０６ｅｆは、符号
語４０２ｅ（ＮＡＣＫ／ＡＣＫ）及び符号語４０２ｆ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を含む。符号
語のペア６０６ｇｈは、符号語４０２ｇ（ＡＣＫ／ＡＣＫ）及び符号語４０２ｈ（ＮＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ）を含む。
【００６９】
　少なくとも第２の例となる符号ブックの実施形態について、含まれる符号語が反対の意
味を有する符号語のペア６０６のいかなる２つの符号語４０２の間でも最大の符号語の分
離６０８となるように、符号語の分離は、構成される。例えば、符号語４０２ａと４０２
ｂとの間には、最大の符号語の分離６０８が存在する。同様に、符号語４０２ｅと４０２
ｆとの間には、最大の符号語の分離６０８が存在する。長さ１０の符号語４０２を有する
符号ブックについて、最大の符号語の分離６０８は、１０である。
【００７０】
　第２の例となる符号ブックの実施形態をもって、リモート端末は、同じシステムについ
てのシングルキャリア符号ブックとは異なる符号ブックを用いて、ＭＣ－ＨＳＤＰＡのＨ
ＡＲＱ肯定確認応答（又は否定確認応答）をシグナリングできるようになる。（マルチセ
ルを含む）マルチキャリア符号ブックは、そのサブ符号ブックとして、（シングルセルを
含む）シングルキャリアのＨＡＲＱ確認応答シグナリングのために使用される符号ブック
を含む。さらに、新たな符号ブックのペアでの（pair-wise）ハミング距離は、サブ符号
ブックの制約の下で強化される。このアプローチは、拡張され、マルチキャリア（又はマ
ルチセル）動作のＭＩＭＯの拡張の場合をカバーしてもよい。
【００７１】
　別の例となる実施形態において、デュアルキャリア環境におけるＣＱＩの報告に関し、
ＤＣ－ＨＳＤＰＡ動作を非アクティブ化するＨＳ－ＳＣＣＨ命令が受信されたか否かに関
わらず、リモート端末は、ＤＣ－ＨＳＤＰＡのＨＳ－ＤＰＣＣＨフォーマットを使用する
ことになっている。そのような実施形態では、第２のＣＱＩフィールドについて余分なビ
ットが存在するであろう。第２のＣＱＩフィールドにおけるこれらの余分なビットは、多
くの異なるやり方のいずれかにおいて使用されてもよい。
【００７２】
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　第２のＣＱＩフィールドの余分なビットの例となる使用は、次のように説明される。第
１に、無線ネットワークノードが第２のキャリア上のリモート端末を目下スケジューリン
グしていないであろう場合でも、第２のキャリアについてのＣＱＩは、測定され、及び報
告され得る。それにもかかわらず、これら報告された測定結果は、無線ネットワークノー
ドによって使用され得る。例えば、無線ネットワークノードは、ＤＣ－ＨＳＤＰＡ動作を
再アクティブ化することが適切であるか否かを判定し得る。
【００７３】
　第２に、第１のキャリアについてのＣＱＩは、ＣＱＩの一種の反復符号化（repetition
　coding）を実現するために２回報告され得る。この反復符号化は、ＣＱＩ情報について
のアップリンクのカバレッジを改善し得る。第３に、割当てられていない／使用されてい
ないＣＱＩ値（例えば、３１という値は、目下使用されていない）は、ＤＣ－ＨＳＤＰＡ
動作が目下非アクティブ化されているとリモート端末が推測していることを、無線ネット
ワークノードに指示するように報告されてもよい。代わりに、２つ（１０，５）の符号は
、ＣＱＩを符号化するために使用され得る（即ち、各キャリア／セルについて１つ）。
【００７４】
　ある実装は、ＤＣ－ＨＳＤＰＡの特性とＭＩＭＯ　ＨＳＤＰＡの特性との組み合わせを
含み得る。そのような実装において、新たなフォーマットが利用され得る。そのようなフ
ォーマットの一例となる実施形態について、第１のＭＩＭＯストリームに対応する情報は
、第１のＨＳ－ＤＰＣＣＨの符号にマッピングされ、第２のＭＩＭＯストリームに対応す
る情報は、第２のＨＳ－ＤＰＣＣＨの符号にマッピングされ得る。第１のＨＳ－ＤＰＣＣ
Ｈの符号は、上述されるＤＣ－ＨＳＤＰＡのＨＳ－ＤＰＣＣＨフォーマットに類似し得る
。第２のＨＳ－ＤＰＣＣＨの符号は、第１のＨＳ－ＤＰＣＣＨの符号と並行して送信され
得る。
【００７５】
　図７は、マルチキャリアの確認応答シグナリングについての実施形態を実装するのに使
用され得る例となるデバイス７０２のブロック図７００である。示されているように、ブ
ロック図７００は、２つのデバイス７０２ａ及び７０２ｂ、ヒューマン－デバイスインタ
フェース機器７１２、並びに１つ以上のネットワーク７１６を含む。デバイス７０２ａに
関して明確に示されているように、各デバイス７０２は、少なくとも１つのプロセッサ７
０４、１つ以上のメモリ７０６、１つ以上の入力／出力インタフェース７０８、及び少な
くとも１つの相互接続線（interconnection）７１４を含み得る。メモリ７０６は、プロ
セッサにより実行可能な命令７１０を含み得る。ネットワーク７１６は、限定ではなく例
として、インターネット、イントラネット、イーサネット、パブリックネットワーク、プ
ライベートネットワーク、ケーブルネットワーク、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）ネット
ワーク、電話ネットワーク、有線ネットワーク、無線ネットワーク、これらいくつかの組
み合わせなどであり得る。デバイス７０２ａ及びデバイス７０２ｂは、ネットワーク７１
６上で通信してもよい。
【００７６】
　例となる実施形態について、デバイス７０２は、いずれかの処理可能なデバイスを表し
得る。プロセッサ７０４は、いずれかの適用され得る処理可能な技術を用いて実装され、
汎用又は特殊用途のプロセッサとして実現され得る。例は、中央処理装置（ＣＰＵ）、デ
ジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、マイクロプロセッサ、これらいくつかの組み合わせな
どを、限定ではなく含む。メモリ７０６は、デバイス７０２の一部として含まれ、及び／
又はデバイス７０２によってアクセス可能な、いずれかの利用可能なメモリを含み得る。
それは、揮発性の及び非揮発性のメモリ、取り外し可能な及び取り外し可能でないメモリ
、ハードコードされたロジック、これらの組み合わせなどを含む。
【００７７】
　相互接続線７１４は、デバイス７０２のコンポーネントを相互接続する。相互接続線７
１４は、バス又は他の接続メカニズムとして実現され、様々なコンポーネントを直接的に
又は間接的に相互接続し得る。Ｉ／Ｏインタフェース７０８は、（ｉ）ネットワーク７１
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６にわたってモニタリング及び／又は通信を行うためのネットワークインタフェース、（
ｉｉ）表示画面上に情報を表示するための表示デバイスインタフェース、（ｉｉｉ）１つ
以上のヒューマン－デバイスインタフェース、などを含み得る。例となるネットワークイ
ンタフェースは、無線装置又は送受信機（例えば、送信機及び／又は受信機）、モデム、
ネットワークカード、これらいくつかの組み合わせなどを、限定ではなく含む。ヒューマ
ン－デバイスインタフェース機器７１２は、デバイス７０２と統合され又はデバイス７０
２から分離され得る。
【００７８】
　一般に、プロセッサ７０４は、例えばプロセッサにより実行可能な命令７１０のような
プロセッサにより実行可能な命令を実行（executing,　performing）し、及び／又は他の
やり方で達成することが可能である。メモリ７０６は、プロセッサによりアクセス可能な
（processor-accessible）１つ以上のメモリから成る。換言すれば、メモリ７０６は、プ
ロセッサ７０４によって実行可能なプロセッサにより実行可能な命令７１０を含み、デバ
イス７０２によって機能の遂行が達成され得る。プロセッサにより実行可能な命令７１０
は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、固定ロジック回路、これらいくつか
の組み合わせなどとして具現化され得る。プロセッサ７０４及びメモリ７０６のプロセッ
サにより実行可能な命令７１０は、（例えば、コードを実行するＤＳＰとして）別々に実
現され、又は（例えば、ＡＳＩＣ（application-specific　integrated　circuit）の一
部として）統合されてもよい。
【００７９】
　例となる実装において、あるデバイス７０２は、第１のデバイス３０２ａ（例えば、無
線ネットワークノード１０２）を含んでもよく、またあるデバイス７０２は、第２のデバ
イス３０２ｂ（例えば、リモート端末１０４）を含んでもよい（図１及び３の）。プロセ
ッサにより実行可能な命令７１０は、例えば、図３、４、６Ａ及び６Ｂのコンポーネント
並びに／又はユニット（例えば、通信確認ユニット３０８、マルチキャリア符号ブック３
１２など）を含み得る。プロセッサにより実行可能な命令７１０がプロセッサ７０４によ
って実行される場合、ここで説明される機能は、達成され得る。例となる機能は、（図５
の）フロー図５００によって示されるもの、及び上述される例となるマルチキャリア符号
ブックによって可能となるもの、及びここで説明される他の特性によって具現化されるも
のを、限定ではなく含む。
【００８０】
　本発明の様々な実施形態は、１つ以上の利点を提供し得る。一般に、ある実施形態は、
マルチキャリアについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫシグナリングを結合的に符号化する符号語を
有する符号ブックについて高度な最小ハミング距離を実現する。ある実施形態の別の利点
は、（例えば、無線標準の以前の１つ以上のリリースと互換性があるプリアンブル符号語
及びポストアンブル符号語を含むことによって）ＰＲＥ及びＰＯＳＴ動作がサポートされ
得ることである。より具体的には、第１の例となる符号ブックの実施形態について、全部
で１０個の符号語を有するマルチキャリア符号ブックは、全部で１０個の符号語にわたっ
て５という最小ハミング距離を実現し、５は、長さ１０の１０個の符号語を有するいかな
る符号ブックについても最大で可能な最小ハミング距離である。
【００８１】
　第２の例となる符号ブックの実施形態について、（例えば、プリアンブル及びポストア
ンブル符号語を除外して）８つの符号語を有するマルチキャリア符号ブックは、いかなる
２つの符号語のペアの間でも４という最小ハミング距離を実現する。さらに、これら実施
形態の別の利点は、マルチキャリア符号ブックがそのサブ符号ブック又はサブセットとし
てシングルキャリア符号ブックを含むように構成され得るため、リモート端末がＨＳ－Ｓ
ＣＣＨ命令を検出するのに失敗した場合に、符号ブックの曖昧性が回避され得ることであ
る。ある実施形態のさらにまた別の利点は、反対の意味を有するメッセージについて最大
の符号語の分離が実現され得ることである。
【００８２】
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　図１～７のデバイス、特性、機能、方法、ステップ、スキーム、データ構造、手続、コ
ンポーネントなどは、複数のブロック及び他の要素に分割される図に示されている。一方
、図１～７が説明され、及び／又は示される順序、相互接続、相関関係、レイアウトなど
は、限定的であるとして解釈されることを意図されておらず、なぜなら、いかなる数のブ
ロック、及び／又は他の要素も、マルチキャリアの確認応答シグナリングのために１つ以
上のシステム、方法、デバイス、メモリ、装置、構成などを実装するいずれかの手法で、
変更され、組み合わされ、再構成され、補強され、省略されてもよい。
【００８３】
　本発明の複数の実施形態は、添付の図面において示され、前述の詳細な説明において説
明されているものの、それは、本発明が開示される実施形態に限定されると理解されるべ
きではなく、なぜなら、多数の再構成、変更、及び代替も、次の特許請求の範囲によって
説明され、及び定義される本発明の範囲から逸脱することなく、可能であるためである。
 

【図１】

【図２】

【図３】
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